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なぜ、改正貸金業法が成立したのかなぜ、改正貸金業法が成立したのか

多重債務問題を解決するため

（→法律案の提出理由、附則６６条参照）

サラ金利用者は約１４００万人（少なくとも住民の８・５人に１人）

貸付残高約１４・２兆円

多重債務者の数

５件以上の利用者は約２３０万人、その平均借入総額２３０万円

多重債務問題の深刻化

自己破産者 １年間で約１８万人（平成１７年）

経済・生活苦による自殺 １年間で約８，０００人（平成１６年）



多重債務問題発生の原因

・グレーゾーン金利の容認－高金利
利息制限法（民事ルール）と出資法（刑事ルール）の
２本立て・みなし弁済規定（貸金業規正法４３条）
・過剰与信ー同法１３条は訓示規定
・違法な取立ての横行
アイフルへの行政処分等
・貧困問題－生活保護受給１００万世帯以上、ワーキ
ングプアー等
・消費者教育の不備



金利規制の仕組み金利規制の仕組み

←年29.2%→

←年20%→

←年18%→

←年15%→

10万円 100万円

刑事罰

有効な利息

刑罰も行政処分もない

10万円 100万円

有効な利息

行政処分

刑事罰

概ね３年後を目途に出資法の上限金利（年２９．２％）を利息制限法の上限金利の水準（年２
０％）まで引き下げ、貸金業規制法４３条の「みなし弁済」制度を廃止する（グレーゾーン金利
の撤廃）。貸金業者は利息の制限額を超える契約を禁止され、違反すれば行政処分の対象と
なる。

超
過
分
は
無
効

＜改正前＞

超過分は無効だが

みなし弁済の特例あり

＜改正後＞

超過分は無効



多重債務者とは（１）多重債務者とは（１）

４７歳 女性 年収８４万 月収７万
パート の事例

-27,002６年172,000H11.11.19アイフル㈱

-202,3612,509,000合計

308,7262年9ヶ月486,000H15.2.17丸和商事

92,4183年6ヶ月266,000H14.5.28オリエント信販㈱

-112,8406年4ヶ月499,,000H11.7.8クレディア㈱

-37,3166年8ヶ月295,000H11.3.24アコム㈱

-64,2676年10ヶ月494,000H11.1.22GEｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾌｧ
ｲﾅﾝｽ㈱

-362,0806年11ヶ月297,000H10.12.18プライム

利息制限法
引き直し残高

利用年数残高金額契約時期業者名



サラ金の平均的利用者像

平均利用期間 ６．２年

１０年以上利用 ２８％

利息制限法で再計算すると？

（消費者金融白書平成１７年度）



多重債務者とは？多重債務者とは？

自転車操業による債務増大の推移
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上のグラフは、3社から50万円ずつ
合計150万円を借り入れたとして、
以後、年率29.2%の割合による利息
を毎月支払った場合について、年率
18%で引き直し計算した場合の残元
本額の推移を表したものである。

約3.5年後には残元本は半分になり、
約5.5年後には完済となる。

上のグラフは、当初の借入額50万
円として、年利18%の場合と年利
29.2%の場合とそれぞれについて、
毎月発生する利息を同率の借入金
によって支払ったと仮定した場合に、
債務額が膨張する経緯を表したも
のである。



今回の改正の基本スタンス

・貸金業者への規制強化で新たな多重債務者
の発生防止

・既存の２００万人以上と言われる多重債務者
に対しては政府を上げての多重債務対策の
強化

多重債務者対策本部の設置と「多重債務問
題改善プログラム」の策定・実施



最近の状況

・静岡に本店のクレディアの民事再生の申立

（９．２１開始決定）

・消費者金融は４社とも黒字（１１．１４朝日）

・６０万人が自己破産？

（１１．１０日本金融新聞）



多重債務者の生活再建に向けての取
り組み

借金の問題は誰にも相談できない

①多重債務者に接する機会の多い自治体の各窓口が多重債
務者を相談窓口に案内し（自治体内の連携）

②丁寧な事情の聞き取りと法的アドバイス、必要によっては
専門窓口に紹介し（専門機関との連携）

③多重債務の原因の生活の再建策（生活保護の受給など）を
提供する（生活再建）

そのためにも、各都道府県が多重債務対策を担う「多重債
務対策本部（協議会）」を早期に設置することが必要



自治体が多重債務対策を行うメリット

・自治体への信頼が高まる

・滞納税、利用料金の納付率が高まる

保育料、給食費の未納は親のモラルか？

・１４．２兆円がサラ金の残高

１０％の支払う必要のない金利ー１．４２兆

１０万人の都市ー１１０億円の借り入れ、１１
億の支払う必要のない金利

・過払い金引き当て大手５社１．４兆



弁護士会側の取り組み

・日弁連多重債務対策本部の設置

・自治体相談窓口との連携強化（協議会の場な
どで）

・自治体職員向け研修

・弁護士会の相談窓口の強化



多重債務者の法的救済方法多重債務者の法的救済方法

住宅は手放さざるを得な
い

資格制限を受ける

免責不許可の場合もあ
る

無理な返済計画を立て
ると再び破綻する危険

非協力的な債権者がい
ると整理不可能

無理な返済計画を立て
ると再び破綻する危険

元本カットは難しい

非協力的な債権者がい
ると整理不可能

無理な返済計画を立て
ると再び破綻する危険

元本カットは難しい

免責の可否は裁判所の
判断

免責により全ての債務を
免れる（税金等は免責され
ない）

破産手続開始後の収入
は自由な財産（フレッシュ・
スタート）

全債権者の同意は不要

元本カットも可能

給料差押えは受けない

住宅を維持できる可能
性

資格制限を受けない

毎月の支払額を減額

将来利息をカット

毎月の支払額を減額

将来利息をカット

地方裁判所で破産・免責の
決定を受けて債務を整理

地方裁判所で再生計画の
認可を受けて行う債務整理

簡易裁判所での調停による
債務整理

業者との話し合いによる債
務整理

自己破産個人再生特定調停任意整理

過払金返還請求 ・・・・・利息制限法引き直し計算によれば債務はなく、過払いとなっている場合

ヤミ金処理 ・・・・・ヤミ金融は犯罪。一切払わない。警察へ告訴・告発



救済方法の選択救済方法の選択

自己破産

個人再生

利息制限法引き直
し残元本を一括返
済できるか

任意整理

特定調停

ＹＥＳ

破産を避けなけれ
ばならない事情が
あるか

ＮＯ ＮＯ

利息制限法引き直
し残元本を、３年程
度の分割払いで完
済できるか

ＹＥＳ

ＹＥＳ

自
由
に
選
択

・持ち家を維持したい
・生命保険外交員、警備員など

住宅ローン以外に
毎月３～５万円を
支払えるか

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

本人申立も可

弁護士・司法書士へ

個人再生手続は無担保債務額が
5000万円以下であること等の申立要
件があり、住宅ローン特則は住宅
ローン以外の債務につき担保権が設
定されている場合は使えないなどの
制限もある



利息制限法引直し計算利息制限法引直し計算

元本×制限利率×日数／365＝制限利息額
支払額－制限利息額＝超過額

元本－超過額＝残元本

前回残元本×制限利率×日数／365＝制限利息額
支払額－制限利息額＝超過額

元本－超過額＝残元本

：

以後繰り返し

：

０（完済）

：

過払金

9,46411,688312300.1812,0000H16.6.30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-2,39211,856144310.1812,0000H16.7.31

-386,392H19.3.31

-374,39212,0000280.0512,0000H19.2.28

490,7194,4317,569310.1812,0000H11.3.31

495,1504,8507,150280.1812,0000H11.2.28

500,0000.18500,000H11.1.31

残元本超過額制限
利息

日数利率支払額借入額年月日

元本をそのままに超過利息をそのつど返還請求するのではなく、元本も制限利息
も払い終わった段階で過払金返還請求権が発生する



過払い金請求・債務整理と信用情報

全情連では（本年９月３日から）

・完済者からの過払請求ー完済

・残債有りの人の過払い請求ー契約見直し＋
完済

・残ありでの債務整理ー契約見直し

・さらに残金カットー契約見直し＋債務整理

全てＣＲＩＮで情報交換されることはない



ヤミ金処理

・ヤミ金は犯罪（無登録営業、業として年１０９．
５％超での貸付ー懲役１０年以下）

・ヤミ金対策法（２００３年７月成立）

年１０９．５％以上の貸付は契約全体無効

札幌高裁平成１７年２月２３日判決、受領した
金員も支払う必要がない

・携帯電話を止める、銀行口座の凍結

・警察との連携



まとめ

・ ２００９年１２月の改正貸金業法完全施行ま
で、自治体、弁護士会、司法書士会がこれま
でのノウハウを生かし、さらに発展させながら、
多重債務問題解決のため力を合わせること
が今期待されている。

・全国一斉多重債務相談ウイークの成功と恒常
的な相談体制の強化を


